
前橋都市計画地区計画の決定（前橋市決定） 
 

都市計画新前橋駅前第二・第三地区地区計画を次のように決定する。 

名称 新前橋駅前第二・第三地区地区計画 

位置 前橋市箱田町、古市町、古市町一丁目、二丁目の各一部 

面積 約 ９．０ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、JR新前橋駅より南の約 0.4kmに位置し、前橋市都市計画マ

スタープランにおいて、都心核を補完する「地域核」として位置づけられ

ている。また、新前橋駅前第二土地区画整理事業、新前橋駅前第三土地区

画整理事業により、公共施設の整備、改善が行われることで、低未利用か

ら高度な土地利用への転換を促進し、「地域核」として必要な都市機能や居

住の誘導を図る地区である。 

これらのことから、適正な土地利用の誘導を図り、良好な都市空間の形

成及び維持、保全することを目標とする。 
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土地利用の方針 
 都心核を補完する地域核として、健全な商業・業務地と周辺環境が調和

した地区形成を図る。 

建築物等の整備の

方針 

 良好な拠点的市街地の形成を図るため、建築物等の用途及び建築物等の

形態又は意匠の制限を行う。 
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建築物等の用途の

制限 

 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項、第６項から第１１項まで及び第１３項のいずれ

かに該当する営業の用に供するもの 

建築物等の形態又

は意匠の制限 

建築物の外壁、屋根などの色彩は良好な街区景観の形成のため、刺激的

な原色や蛍光色などを避け、周辺環境と調和した落ち着きのあるものとす

る。 

備考  

「区域は計画図表示のとおり」 

  



 

 

理 由 書 
 

本地区は、本市施行による新前橋駅前第二土地区画整理事業（施行済）及び新前橋駅前

第三土地区画整理事業（施行中）の地区の一部であり、公共施設の整備、改善が一体的に

行われることで、低未利用から高度な土地利用への転換を促進し、「地域核」として必要

な都市機能や居住の誘導を図る地区である。 

そこで、適正な土地利用の誘導を図り、良好な都市空間の形成及び維持、保全するため、

用途地域の変更に併せ地区計画を決定するものである。 

 

 

 

 

 


